
　６月11日㈭から別表の世帯を対象に、減免（指定収集袋の無料配布）の申請を受け付けます。別表の「必要なもの」とマイバッグを持参してください。
※対象者が窓口に来られない場合は、代理人が委任状と代理人の本人確認ができるものを持参し、申請してください。
※別表③～⑩の対象の方は市kから申請書をダウンロードできます。持参すると待ち時間の短縮になりますのでぜひ利用してください。

廃棄物処理手数料の減免申請 ～市の指定収集袋（ごみ袋）を減免対象者に配布～

※指定日時に都合がつかない方は別の日に受付できます。町別の受付日・場所

□配布枚数
● 可燃・不燃ごみ兼用袋130枚
● プラスチック容器包装類専用袋50枚
別表①～⑨の方…７月～令和９年６月分
別表⑩の方………４月～令和９年３月分

□収集袋の大きさ
１人世帯………小袋(10ℓ相当)　
２～４人世帯…中袋(20ℓ相当）
５人以上世帯…大袋(40ℓ相当)
※袋のサイズ交換はできません。

※６月11日㈭より前の受付はできませんのでご注意ください。
※６月22日㈪以降は資源循環推進課（エコプラザ西東京）で平日のみ受付。
※７月１日㈬以降に申請した場合の配布枚数は、申請した月分からとなります。
※混雑を防ぐため、できるだけ１世帯お１人での来庁をお願いします。
＊注　別表⑦～⑨の方は平日の午後５時以降および㈯は、市民税の非課税確
認ができないため当日配布不可。平日５時までにご来庁ください。

※受付時間：午前９時～午後７時（正午～午後１時を除く。㈯は正午まで）
※６月11日㈭～17日㈬はエコプラザ西東京での配布は行っていません。

お住まいの地域 受付日 場所
南町・新町・柳沢 ６月11日㈭

田無庁舎１階
（⑦～⑨の方は田無庁舎２階）北原町・向台町・芝久保町 12日㈮

田無町・西原町・緑町・谷戸町 15日㈪
東伏見・中町・東町・泉町・
ひばりが丘北・北町・下保谷 18日㈭

エコプラザ西東京保谷町・富士町・住吉町・
ひばりが丘・栄町 19日㈮

平日来庁が難しい⑦～⑨以外の方 20日㈯

別表
減免対象（重複する場合は１つのみ） 必要なもの

① 生活保護世帯 生活福祉課確認印を押した
申請書

②
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰
国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支
援に関する法律に基づく支援給付を受けている者
が属する世帯

生活福祉課確認印を押した
申請書

③ 児童扶養手当受給世帯（ひとり親世帯など） 手当証書
④ 特別児童扶養手当受給世帯 手当受給証明書
⑤ 老齢福祉年金受給世帯（明治44年以前に生まれた方） 年金受給証

⑥

遺族基礎年金受給世帯
（1） 世帯に18歳到達年度の末日までの扶養者が
いる方
※平成20年４月２日以降に生まれた方

（2） 世帯に障害基礎年金を受給できる程度の障害
の状態にある20歳未満の扶養者がいる方

年金受給証（受給者全員）
もしくは年金振込通知

⑦ 身体障害者手帳１級または２級の所持者で
市民税非課税世帯	 ＊注

各手帳 
※令和８年1月1日時点で
本市に住民登録がなかった
方は、以前に住民登録をし
ていた市区町村の令和8年
度非課税証明書（世帯全員）

⑧ 精神障害者保健福祉手帳１級または２級の所持者で
市民税非課税世帯	 ＊注

⑨ 愛の手帳１度または２度の所持者で
市民税非課税世帯	 ＊注

⑩
東日本大震災により居住継続が困難となった被災
者および福島第一・第二原子力発電所の周辺にお
いて、国から避難指示などが出された地域などか
ら避難された世帯

関係官公庁が発行する罹
り

災
さい

証明書など

▲

資源循環推進課
　p042－438－4043

傍 聴 審議会な
ど

■市議会定例会
　第２回定例会は、６月５日㈮か
ら開催する予定です。
　本会議・委員会は傍聴できます。
日程などは決まり次第、市議会k
でお知らせします。請願・陳情の
提出期限などは、お問い合わせく
ださい。▲

議会事務局np042－460－9861

■教育委員会
a５月19日㈫午後２時
b田無第二庁舎４階
c行政報告ほか

e10人▲

教育企画課n
　p042－420－2743

■消防委員会 
a５月18日㈪午後４時	
b防災・保谷保健福祉総合セン
ター６階 
c消防団訓練等実施計画ほか

e２人▲

危機管理課o
　p042－438－4010

■地域公共交通会議
a５月22日㈮午前10時
b防災・保谷保健福祉総合セン
ター６階
c西東京市地域公共交通計画の
施策ほか

e５人▲

交通課op042－439－4435

■行財政改革推進委員会
a５月22日㈮午後２時
b田無庁舎３階
c事務事業評価ほか

e５人▲

企画政策課n
　p042－460－9800

■社会教育委員の会議
a５月22日㈮午後２時
b田無庁舎１階
c社会教育委員の活動ほか

e２人▲

地域学習推進課n
　p042－420－2831

■都市計画審議会
a５月25日㈪午後２時30分
b防災・保谷保健福祉総合セン
ター６階
c田無第三中学校周辺のまちづ
くりほか

e５人▲

都市計画課o
　p042－438－4050

■介護保険運営協議会
a５月25日㈪午後７時
b田無第二庁舎４階
c計画策定に係るアンケート調
査結果に基づく課題ほか

e５人▲

高齢者支援課n
　p042－420－2810

■男女平等参画推進委員会
a５月26日㈫午後６時15分
b田無第二庁舎４階
c実績評価の進め方
e３人▲

協働コミュニティ課
　p042－439－0075
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≪下郷町kのブックマーク登録を≫　災害などで市kが更新できない場合、姉妹都市の福島県下郷町kに災害関連情報を代理掲載します。　

▲

広報プロモーション課n

自慢の「逸品」を追加大募集！
　市では、西東京商工会と協力し
て、個店独自の「逸品」（モノ・サー
ビスなど）を確立し、これまでに300
品以上を認定してきました。令和
6年度認定では「こだわりの逸品
84店」を認定。今回は令和６年度
の「追加認定」という形で、新たな

「こだわりのある自慢の逸品」を募
集します。
□募集要件
　以下に該当しており、令和６年
度認定店ではないこと
● オリジナル性が高く、こだわり

が感じられる自慢の逸品（モノ・
サービスなど）である

● 市の地域の魅力を生かして商品
開発されている

● 地域社会の貢献につながってい
る

□応募方法
● 市内で事業を営む方からの自薦

…専用k内の申込フォームま
たはjへ

● 市民の皆さんからの他薦…気に

入っている逸品（味・店主の熱
意など）のお店を専用kまたは
jへ推薦してください。推薦
されたお店に、事業への参加意
向を確認します。
i６月15日㈪まで

※応募の詳細は、専用kまたは
jへ
※申込をもとに審査を行います。
全ての申込が認定されるものでは
ありません。
j西東京商工会
　p042－461－4573▲

産業振興課n
　p042－420－2819

専用k

西東京市一店逸品事業

からの

お知らせ他機関 ※ マークがない
ものは、当日、
直接会場へ

2等陸・海・空士（任期制自衛官）
　任期制自衛官として任用され、所定
の教育終了後に自衛官として任官し、
任期終了時（陸：２年、海空：３年）に
継続と退職（再就職支援あり）を選択で
きるコースです。
□入隊時期　９・10月および令和９

年３月下旬（左記のほかに設定される
ことがあり、再就職に適しています）
□応募資格　18歳以上33歳未満の方
※試験・受付は年間を通じて行ってい
ます。詳細は下記へ
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981


